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 自 治 会 運 営 コ ラ ム 

 

 

近年、防災・防犯や環境美化等、地域における課題が多様化し増大する中で、

より安全に安心して生活できるまちづくりに向けた自治会（町内会）運営等、

地域コミュニティ活動の重要性が再認識されています。 

 一方で加入世帯数の減少や役員の高齢化、担い手不足等の喫緊の課題を抱え

る中、今後は行政だけでなく様々な主体と協働して地域づくりを行うことが自

治会（町内会）に求められます。 
 
●地域の各種団体との連携を強化しよう 

公民館や福祉村、小・中学校、体育振興会、青少年指導員協議会、老人会、 

防犯協会等、地域では様々な団体が活動しています。地域によっては、自治会

（町内会）をはじめとする各種団体が集まり地区協議会を立ち上げ、地域全体

で課題に取り組んでいるところもあります。 

 日頃から、困り事や悩み事を団体間で共有し、協力し合うことで、個々の団 

体では解決できない課題も解決につながるかもしれません。 
 
●市民活動団体と連携しよう 

市内には地域づくり、福祉、環境、子育て等様々な分野で活動している市民 

活動団体があります。専門的な知識やノウハウを有する市民活動団体との協働

により地域の課題解決に取り組んでいる事例もあります。市民活動団体等との

連携について、「ひらつか市民活動センター（℡：31-7571）」へ相談してみ

ましょう。 
 
●学校や企業、商店等を巻き込もう 

地域行事への参加や協力をお願いしたり、 

広報紙やポスターの配架をお願いする等、 

お互いが Win-Win になるような連携を 

考えてみましょう。 

Ⅵ．他団体と連携し、より良いまちづくりを 
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（４）イベント用品の貸出  

市では自治会（町内会）の行事等、地域のふれあい活動に 

役立つイベント用品を無料で貸し出しています。 
 

【イベント用品の種類】 

品名 在庫数 品名 在庫数 

ポップコーン機 4 わた菓子機 5 

かき氷機 5 焼き物器 ３ 

焼きそば台 4 おでん鍋 2 

発電機 2 ワイヤレスアンプ 1 

テント（大） 1 テント（小） 2 

  ＜原則１種類につき１台までの貸出＞ 
 

【貸出・返却】 

・原則５日以内の貸出です。 

・休庁日（土日、祝日）を除いた平日の午前９：３０に貸出、返却です。 
 

【予約方法】 

①協働推進課（℡：21-9618）に予約状況を確認してください。 貸出備品、期間、 

使用場所等の内容を確認し、仮受付をします。 

②貸出日の１週間前までに、協働推進課に「借受申請書」を提出して予約完了 

 となります。 
 

【先行予約】 

先行予約の受付は、前期分（４月～９月）と 

後期分（１０月～３月）に分けて行われます。 

貸出期間 受付開始 

前期（4～9 月） 2 月第 3 金曜日 

後期（10～3 月） 8 月第 3 金曜日 
 

   先行予約の受付については、前期分（4～9 月）は「広報ひらつか」2 月第 3 金曜日号、

後期分（10 月～3 月）は 8 月第 3 金曜日号でお知らせします。 

受付期間は受付開始日から概ね１週間で、予約が重複した場合には抽選となります。 

先行予約終了後は、先着順での受付です。 
 

 

詳細は、平塚市役所の協働推進課（℡：21-9618）までお問い合わせください。 
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（５）地元密着！！ちいき情報局  

 

 

 

 

Ⅶ．子どもの見守り活動のこれから 

  

 

2001 年に発生した大阪府池田小事件をきっかけに、自治会（町内会）

をはじめとした地域住民による子どもの見守り活動が急増したことで、日

本全体の刑法犯犯罪認知件数は急減し、今では世界で２番目に犯罪の少な

い国となっています。この数字を維持し、次の世代に引き継いでいくために

も、今ある活動を継続することが大切です。 

地域での防犯活動を長く続けるには、「Ｍ・Ａ・Ｔ・Ｅ」、できる人が（Man）

できる事を（Act）できる時に（Time）楽しみながら（Enjoy）、ＭＡＴＥ

（仲間）をつくり、つながりをつくることが大切です。 

犯罪は「犯罪をたくらんでいる人がいる」、「ひとりで居る子どもが多い」、

「犯罪しやすい場所が多く、監視者の目がない」の３つの条件が揃った時に

発生しやすいと言われています。 

「監視者の目」を増やすには、「見守りベンチ」や「ながら見守り」が効果

的です。「見守りベンチ」は歩き回らなくても家の前ででき、見守られてい

る子ども達も、見守ってくれている方（お年寄りの方等）のことを気にかけ

る様になるので、お互いのメリットにもなります。 

 また、「管理や所有を明確にして曖昧な場所を減らす」、「樹木や庭木を剪

定し見通しの良い環境を作る」、「狭い路地は花壇等を置いて通れなくす

る」、「施設や門の鍵かけを徹底する」、「環境美化の意識を高める」、「目に見

える防犯活動を行う」といった潜在的な危険を下げる防犯環境設計「ＣＰＴ

ＥＤ」の原則も地域防犯活動の大切なポイントとなります。 

 

令和元年度 自治会長研修会  

日本こども安全教育総合研究所理事長 

順天堂大学医学部研究員 宮田美恵子氏講演より抜粋 

 
 

 

自 治 会 運 営 コ ラ ム 
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（５）地元密着！！ちいき情報局 

「地元密着!! ちいき情報局」は、普段回覧等の紙媒体で共有して 

いるコミュニティ内の情報を、インターネットを通じて気軽に共有 

することが出来る、地域向けのホームページ（情報共有手段）です。 

利用者はスマートフォンやパソコンを利用して、更新された情報 

を日常的に閲覧することが出来ます。 

ホームページ内には地区ごとのページがあり、 

それぞれの地区のページは地域の住民が主体的に 

運営し、情報掲載を行っています。 

 この「ちいき情報局」で情報を共有するメリットは、次のようなものがあげられます。 

 

 

ちいき情報局 

こちらの二次元コード 

でもアクセスできます︕ 
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また、地域にお住まいの方のこんな声にお応えすることができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ちいき情報局」のページは、 各地区連合 会を含む概ね小学校区で開設し、

管理運営を行っています。お問い合わせ等は、各地区の運営委員会または協働

推進課（℡：21-9618）までお願い致します。 

紙の回覧板と
の使い分け 
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